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一 般 競 争 入 札 の 概 要 

福岡市では、下記のスケジュールで一般競争入札により市有財産を売却します。 

 一般競争入札とは、入札対象物件について、各物件の予定価格以上であり、かつ、最高額で入

札した方に売却する方法です。 

１ 申請書受付 

○ 期間 令和８年１月５日（月）から同月14日（水）まで

○ 場所 福岡市役所10階 財政局財産有効活用部財産管理課

  又は一般競争入札受付専用メール 

２ 入札参加資格確認通知 

○ 令和８年２月２日（月）までに通知します。

３ 保証金の納入 

○ 期限 入札開始前まで

○ 金額 入札金額の100分の５以上

４ 入  札 

○ 入札日 令和８年２月12日（木）

※ 入札時間及び場所は競争入札参加資格確認通知と併せてお知らせします。 

５ 落札者の決定 

６ 売買代金の納入・契約締結 

○ 金額 落札金額から保証金を差し引いた額

○ 期限 令和８年３月13日（金）まで

1



入 札 手 続 き に つ い て 

１ 一般競争入札物件（位置図等は物件調書のとおり） 

（１） 土地

物件 

番号 
所 在 地 地目 実測面積 予定価格 所有者 

５ 福岡市西区福重四丁目265番１ 墓地 211.48㎡ 33,630,000円 福重財産区 

６ 福岡市早良区室見五丁目９番３ 宅地 1,331.90㎡ 466,170,000円 福岡市 

２ 入札参加資格 

入札は個人、法人を問わず参加できます。 

ただし、次のいずれかの事項に該当する方は入札に参加できません。 

（１）福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号）第２条第２号に規定する暴力団員又

は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関

係者」という。） 

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは、次の者を指します。 

① 暴力団員が経営に事実上参加している事業者

② 暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその経営を

支配している事業者 

③ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

④ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約を又は資材、原材料の購入契約等

を締結している者 

⑤ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

⑥ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難され

る関係を有している者 

（２）契約を締結する能力を有しない方（成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関

し同意権付与の審判を受けた人及び未成年者で法定代理人の同意を受けていない方） 

（３）破産者で復権を得ない方

（４）市町村税にかかる徴収金（本税及び延滞金）に滞納がある方。

（５）正当な理由がなく福岡市普通財産売払事務処理要領等による契約を締結せず、又は履行し

なかった方で当該事実があった後２年を経過していない方 

３ 入札参加申請手続き 

（１）提出物
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① 競争入札参加申請書

② 添付書類

次のア～カ（個人の場合はエを除く）を提出してください。なお、ア～ウについては提

出日前３か月以内に発行された書類に限ります。 

ア 法人の場合は登記事項証明書（全部事項証明書（履歴事項））、個人の場合は住民票の

写し（マイナンバー（個人番号）の記載がないもの） 

イ 福岡市税に係る徴収金（本税及び延滞金等）に滞納がないことの証明書

※ 法人、個人ともに以下の窓口で交付を受けることができます。交付を受けるには、

手数料、税の申告が必要です。 

・ 市内各区役所課税課

・ 早良区入部出張所

・ 西区西部出張所

・ 千早証明サービスコーナー（東区なみきスクエア内）

・ 天神証明サービスコーナー（福岡市役所１階）

・ 博多区証明発行コーナー（博多区役所２階）

・ 市内34の郵便局（詳しくは福岡市HP「郵便局での証明書請求・受け取り」をご覧

いただくか、各区役所課税課にお問い合わせください。） 

※ 居住地（または事業所の所在地）が福岡市外の方であっても証明が必要です。

ウ 居住地（または事業所の所在地。以下同じ。）が福岡市外の方は、イに加えて、居住

地の市町村税に係る徴収金（本税及び延滞金等）に滞納がないことの証明書 

※ 居住地の市区町村の税務担当課において交付を受けてください。滞納がないことの

証明書がない場合は、直近２年度分の市区町村民税の納税証明書の交付を受けてくだ

さい。課されている市税の内訳については、居住地を有する市区町村の税務担当課に

お問い合わせください。 

エ 役員等一覧表（役員等のカナ・氏名・生年月日が必須です。）

オ 運転免許証等の本人確認書類（法人の場合は、担当者の名刺及び社員証等）

カ チェックシート（電子メール申請の場合）

（２）複数の物件の入札に参加する場合

競争入札参加申請書を、参加を希望する物件毎に提出してください。ただし、添付書類は

１部のみで構いません。 

（３）共有で申請する場合

① 共有を希望する場合は、競争入札参加申請書に共有者を記載してください。３名以上の

共有とする場合は、共有者全員の住所、氏名、電話番号を記載した一覧表を別紙で作成し、

申請書に添付してください。 

② 売買契約の契約者及び所有権移転登記にかかる登記権利者は共有者全員となります。

③ 添付書類は共有者全員のものを提出してください。

④ 入札手続きに関する代表者を１名決めて、ほかの共有者全員から代表者に対し、入札に

関する事項を委任する委任状を作成し、添付してください。入札に関する通知等の送付、

保証金の納入通知書の宛名等は、委任を受けた代表者とします。 

（４）申請方法

窓口への持参又は電子メール申請のいずれかの方法で申請してください。
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また、申請書の記入誤りや添付書類の不足等がありますと不受理となります。その場合は、

受付期間中に再度ご申請ください。 

① 窓口へ持参

福岡市中央区天神一丁目８番１号 福岡市役所10階

財政局財産有効活用部財産管理課

② 電子メール申請

一般競争入札受付専用メールアドレス：nyusatsu.FB＠city.fukuoka.lg.jp

申請専用のメールアドレスのため、物件及び入札に関する問い合わせはご遠慮ください。 

（５）受付期間

① 窓口へ持参の場合

  令和８年１月５日（月）から同月14日（水）までの午前10時から午後５時まで 

（日曜日、土曜日、祝日を除く。正午から午後１時までを除く。） 

受付期間終了後の申請は受付けません。 

② 電子メール申請の場合

令和８年１月５日（月）から同月14日（水）まで 

受付期間終了後の申請は受付けません。 

（６）その他

① 参加申請は、一般競争入札説明書、物件調書、各物件の物件確認事項をよく読み、内容

を十分に理解したうえで行ってください。 

② 提出された書類は返却いたしません。

４ 入札参加資格の確認 

  入札参加申請後、申請者の入札参加資格の有無について確認し、結果を令和８年２月２日（月）

までに、競争入札参加資格確認通知書により通知します。 

５ 入札保証金 

（１）入札保証金額

入札参加者は、入札保証金として入札金額の100分の５以上を、入札開始前までに、福岡

市が発行する納入通知書により納入しなければなりません。ただし、入札参加者が保険会社

との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の納入を免

除します。 

（２）支払方法

入札保証金を支払うための納入通知書は、競争入札参加資格確認通知書と併せて送付しま

す。金額欄は空白のまま送付しますので、納めるべき金額をよくご確認のうえ、各自で記入

し、使用してください。 

（参考）入札保証金500,000円を納入する場合 

 10,000,000円の入札・・・有効 

 10,000,001円の入札・・・無効 

（３）領収証の提出

入札保証金の領収書は、入札時に原本（本市を被保険者とする入札保証契約を締結したと
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きは保証証書）を提出していただきますので、入札日に必ず持参してください。原本を持参

されない場合は入札に参加できません。原本は、開札終了後に返却いたします。 

（４）支払ができる金融機関

納入通知書に記載しています。納入時に手数料はかかりません。

（５）入札後の取扱い

落札者になった場合は、売買代金の一部に充当します。なお、落札者が契約締結期限まで

に契約を締結しない場合は、納入した入札保証金は福岡市に帰属し、返金できませんのでご

注意ください。 

落札者にならなかった場合は、口座振込により還付しますので、請求書に必要事項を記入

のうえ提出してください。請求書は、競争入札参加資格確認通知書と併せて送付します。還

付には、請求書の提出から１ヶ月ほどかかります。 

なお、入札保証金には利息を付しません。 

６ 入札日時及び場所 

（１）入札日

令和８年２月12日（木）

時間及び場所については、競争入札参加資格確認通知書と併せてお知らせします。

定刻を過ぎますと入札会場に入室できなくなりますので、時間に余裕をもってお越しくだ

さい。 

（２）入札方法

入札の場所において、職員の指示があった後に、入札書及び入札保証金の領収書（本市を

被保険者とする入札保証契約を締結したときは保証証書）を入札の場所に用意してある封筒

に入れて提出してください。封筒の封印や記名等は不要です。郵送等による入札は認めませ

ん。 

また、一度提出した入札書は書換え、引換え又は撤回をすることができません。入札に関

して見込み違い、誤記、物件の数量に対する異議等があっても一切受付けいたしません。 

（３）共有で申請した場合の入札書の記名

委任を受けた代表者１名の名義を入札書に記載してください。

（４）代理人が入札書を提出する場合

入札書を提出する封筒に、入札書の提出を委任する旨の委任状を同封してください。

（５）入札の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とします。

① 入札参加資格のない方が入札したもの

② 入札保証金が所定の額に達しないもの

③ 一の入札に同一の入札者から２通以上の入札書が提出されたもの

④ 入札額が予定価格に達していないもの

⑤ 入札書の記名のないもの（委任状があるときは、代理人名の記名のないもの）

⑥ 金額その他主要事項の記載がないものもしくは不明確なもの

⑦ 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められる

もの 

⑧ 他者の名が記載されているもの
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⑨ ほかの入札案件との判別がつかないもの

⑩ 入札書の金額が訂正されたもの

⑪ 市が定める様式以外を用いて入札したもの

⑫ 法令又は一般競争入札に関する条例、規則等に違反したもの

７ 落札者の決定 

（１）入札終了後、直ちに、入札の場所において、入札者又はその代理人の立ち会いのもとで開

札を行います。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、当該入札事務に関係

のない本市職員を立ち会わせて行います。 

（２）開札の結果、予定価格以上であり、かつ、その開札における最高額で入札した者を落札者

として決定します。 

（３）落札者となるべき者が２名以上あるときは、くじにより落札者を決定します。

８ 落札者の決定の取消し 

落札者決定後に、落札者に入札参加資格がないことが判明した場合、又は、落札者が無効の

入札を行っていたことが判明した場合は落札者決定を取り消します。この際、入札保証金は返

金いたしません。 

また、落札者の入札参加資格を取り消した場合は、次順位最高額入札者への落札者決定を行

わず、入札を無効とし、次回以降に再度入札を行います。 

９ 契約締結・売買代金の納入 

（１）契約締結期限は令和８年３月13日（金）です。

（２）売買契約の名義人は落札者本人となります。

（３）売買契約手続は物件の所管課が行います。

（４）売買代金は契約と同時に一括して納入していただきます。この際、入札保証金を売買代金

の一部に充当します。 

（５）契約書への押印は実印で行っていただきます。契約時に印鑑証明書をご提出ください。

（６）土地売買契約書作成に伴う印紙税は落札者の負担となります。

（７）手続きの詳細は、落札者決定後に個別にご案内いたします。

10 契約上の条件 

売買契約締結において、次の条件を付します。 

※物件調書等をよく読み、申込を行ってください。

（１）物件番号５について

①禁止用途

ア 契約締結の日から５年間は、売買物件を暴力団の事務所その他これらに類するものの

用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又 

は売買物件を第三者に貸してはならない。 

イ 契約締結の日から５年間は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する

法律第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業その 

他これらに類する業の用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所
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有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

ウ 買受人は、売買物件の属する校区に立地する小中学校が福岡市立小・中学校の学校規

模適正化に関する実施方針（平成21年３月）に定める過大規模校の状態である間に、マ 

ンション等の住宅機能を有する施設を売買物件上に建築する場合は、一戸当たり60㎡以

下とすること。また上記の施設が売買物件上に建築されることを知りながら、所有権を 

第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。なお、過大規模校について 

は福岡市教育委員会に確認するものとする。 

②売買物件の所有権移転

買受人は、本契約を締結した日から５年間に、売買物件の所有権を移転する場合は、新

たに所有権を取得する者が本条及び前条の規定を引き継ぐことを条件としなければなら

ない。 

③違約金の徴収

買受人は、上記①から②に違反した場合は、売買代金の３割に相当する金額を福岡市に 

支払わなければならない。 

④契約不適合責任

 売買物件は、関係書類（物件調書、その他物件に関する説明書類等）及び売買契約書末 

尾記載のとおりとし、福岡市及び契約者は、これが契約の目的に適合するものであること 

を確認したうえで、売買契約を締結しなければならない。 

売買契約締結後、数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、福岡市 

に対し売買代金の減免、物件の修補、損害賠償等の一切の請求又は契約の解除をすること 

ができない。 

 ただし、契約者が個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における 

ものを除く。）で、売買物件に契約の内容に適合しないことを発見したときは、物件の引 

渡しの日から２年以内に限り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

⑤契約の解除

買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することがある。 

ア 関係法令、規則等の規定に違反したとき

イ 前号のほか、本契約に定める義務を履行しないとき

⑥暴力団等関与に関する解除権

福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号）第２条第２号に規定する暴力団員 

又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき 

は、契約を解除することがある。 

※ 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者等：「２ 入札参加資格」参照

（２）物件番号６について

①禁止用途

ア 契約締結の日から５年間は、売買物件を暴力団の事務所その他これらに類するものの

用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又 

は売買物件を第三者に貸してはならない。 

イ 契約締結の日から５年間は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する

法律第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業そ
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の他これらに類する業の用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、 

所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

ウ 買受人は、売買契約を締結した日から10年間、売買物件において、建築物の高さ（建

築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第６項に規定する建築物の高さをい 

う。）が10ｍを超える建築物の建築を行ってはならない。また、上記の建築物が売買 

物件上に建築されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三 

者に貸してはならない。 

エ 買受人は、売買契約を締結した日から10年間、売買物件において、建築物を建築す

る場合、接道部を除く隣接地境界線から建築物の外壁（ベランダを含む。）又はこれ 

に代わる柱の面までの距離の最低限度を１ｍ未満としてはならない。ただし、建築基 

準法別表第２（い）項第一号に掲げる住宅及び建築基準法施行令第135条の22第２号 

に該当する建築物若しくは建築物の部分又は壁を有しない自動車車庫（建築物に附属 

するものに限る。）については、この限りではない。 

  また、上記の建築物が売買物件上に建築されることを知りながら、所有権を第三者 

に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

②近隣住民への対応

 買受人は、本件土地における事業に関し、近隣住民に事業説明を行い、周辺の生活環

境への配慮等について協議した後、工事に着手しなくてはならない。なお、協議は買受

人の責任で行うものであり、協議で決定した配慮事項にかかる費用は買受人の負担とす

る。 

③売買物件の所有権移転

買受人は、本契約を締結した日から10年間に、売買物件の所有権を移転する場合は、 

新たに所有権を取得する者が①から③の規定を引き継ぐことを条件としなければなら 

ない。 

④違約金の徴収

買受人は、上記①から③に違反した場合は、売買代金の３割に相当する金額を福岡市 

に支払わなければならない。 

⑤契約不適合責任

  売買物件は、関係書類（物件調書、その他物件に関する説明書類等）及び売買契約書 

末尾記載のとおりとし、福岡市及び契約者は、これが契約の目的に適合するものである 

ことを確認したうえで、売買契約を締結しなければならない。 

売買契約締結後、数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、福岡 

市に対し売買代金の減免、物件の修補、損害賠償等の一切の請求又は契約の解除をする 

ことができない。 

  ただし、契約者が個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけ 

るものを除く。）で、売買物件に契約の内容に適合しないことを発見したときは、物件 

の引渡しの日から２年以内に限り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

⑥契約の解除

買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することがある。 

ア 関係法令、規則等の規定に違反したとき

イ 前号のほか、本契約に定める義務を履行しないとき
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⑦暴力団等関与に関する解除権

福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号）第２条第２号に規定する暴力団 

員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である 

ときは、契約を解除することがある。 

※ 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者等：「２ 入札参加資格」参照

11 所有権の移転等 

（１）所有権移転登記にかかる登記権利者は落札者本人となります。

（２）所有権は売買代金の納入があった時に移転するものとし、同時に物件を引き渡したものと

します。 

（３）物件は現状有姿のまま引き渡します。したがって、物件にネットフェンス、側溝等の工

作物、越境物、地下埋設物等がある場合でもそのまま引き渡しとなりますので、事前に各自

で現地を確認してください。 

（４）所有権移転登記手続きは福岡市が行います。

（５）所有権移転登記に伴う登録免許税は落札者の負担とします。

（６) 売買契約締結後に物件の受領書を、所有権移転登記の完了後に登記識別情報通知の受領に

かかる受領書を提出していただきます。 

12 情報公開及び入札結果の掲載 

入札参加者数、落札価格の情報は公開の対象となります。また、参加者名、入札額等の入札

に関する事項及び土地売買契約書（住所、個人名を含む）等も公開の対象となりますのでご了

承ください。 

福岡市役所のホームページにおいて、入札結果を掲載します。掲載範囲については、辞退者

を除く入札参加者数、落札者名（個人である場合は個人である旨）、及び落札額となります。 

13 辞退 

競争入札参加申請書の提出後に辞退する場合は、すみやかに辞退届を提出してください。 

14 入札当日に必要なもの 

（１）競争入札参加資格確認通知書

（２）運転免許証等の本人確認ができる書類（法人の場合は社員証等）

（３）入札書

（４）入札保証金の領収書または保証証書（いずれも原本）

（５）代理人が入札に参加する場合は、入札書提出を委任する委任状

なお、法人の場合で、入札当日にその法人の社員、職員等が入札会場に来るときは、委任

状の持参と入札書の代理人欄の記載は不要です。 

（６）入札保証金還付の請求書

15 その他 

（１）現地説明会は実施しません。入札に参加される方は必ず現地を確認してください。

（２）物件調書、物件確認事項の各項目や、各法律等により定められた使用制限、条件、手続き 
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等の詳細につきましては、それぞれの関係部署で事前に確認してください。 

（３）一般競争入札において売却に至らなかった物件は先着順で受付け、随意契約により売却す

ることがあります。 

（４）入札の物件に関する資料等を変更又は追加で配布する場合があります。変更又は追加の配

布がある場合は、令和８年２月９日（月）までに市のホームページに掲載するほか、財産管

理課の窓口で配布します。 

（５）入札はやむを得ない事情により中止することがあります。その場合、それまでにかかった

費用は負担いたしません。 

16 入札に関するお問い合わせ先 

（１）入札手続き等全体の流れについて

　 福岡市中央区天神一丁目８番１号 福岡市役所10階　

　   福岡市 財政局 財産有効活用部 財産管理課 

　   電 話 092-711-4176 

　   ＦＡＸ 092-711-4833 

　   Eメール zaisankanri.FB@city.fukuoka.lg.jp 

（２）物件５について

　福岡市中央区天神一丁目８番１号 福岡市役所10階 

　福岡市 財政局 財産有効活用部 財産管理課 

　電 話 092-711-4176

　ＦＡＸ 092-711-4833

　 Eメール zaisankanri.FB@city.fukuoka.lg.jp 

（３）物件６について

　福岡市中央区天神一丁目８番１号 福岡市役所７階 

　福岡市 市民局 コミュニティ推進部 公民館支援課 

　電 話 092-711-4654

　ＦＡＸ 092-733-5595

　Eメール kominkanshien.CAB@city.fukuoka.lg.jp 
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※

約1.48kｍ

西鉄バス　福重三丁目停留所 西方 約190ｍ

福岡市立福重小学校 北方 約204ｍ

接面道路の
供給処理施設

の状況

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

高度地区

その他の制限等

※ 距離は、物件の中央からの大まかな直線距離を示したものです。

交通機関

下水道

電気

西側道路埋設管
南側道路埋設管

上水道 有

公共施設

　接面道路における埋設管の有無を示しております。設置及び引込みの可否や時期、費用負担の有無等の詳細につい
ては、各事業者にお問い合わせ下さい。

福岡市営地下鉄空港線 姪浜駅
JR筑肥線 姪浜駅

北方

60％

物　件　調　書

所 在 地

住 居 表 示

登 記 簿 面 積

　福岡市西区福重四丁目13

実 測 面 積211.00㎡ 211.48㎡（約63.97坪）

　福岡市西区福重四丁目265番１

地目 墓地

円物件番号 5 33,630,000予定価格

自然的原因

履歴調査の結果、土壌汚染の原因となる履歴は確認できませんでした。

本物件を含む近隣土地に、自然的原因による土壌汚染についての情報は確認できません
でした。

土
壌
調
査

土
地
の
履
歴

人為的原因

福岡市大字福重財産区有地として所有権保存。

福岡市大字福重財産区が墳墓地として活用。

平成21年９月

以後、更地として現在に至る。

令和７年３月 福重四丁目265番より同所265番1及び2に分筆。

平成22年２月 墓地用途を廃止。

指 定 容 積 率

都市ガス

九州電力送配電(株)福岡西配電事業所
（0800-777-9410）

福岡市水道サービス公社　給水審査課
（092-791-3280）

福岡市　道路下水道局　管理部　下水道管理課
（092-711-4534）

有

有

無

第二種15M高度地区

　景観計画区域：一般市街地ゾーン
　屋外広告物地域区分：住居系地域
　その他：市街化区域内で、防火地域及び準防火地域以外の区域は、建築基準法
　第22条の規定に基づく区域が指定されています。
　法令による制限のほか、売買契約において特記事項欄に記載の条件を付します。

防火地域 指定なし

用 途 地 域市街化区域

約1.15km

西側道路埋設管
南側道路埋設管

地上配線

都市計画区域

指定建ぺい率

福岡市立内浜中学校 北西方

接面道路の
状況

　西側：福重786号線（幅員約5.10～6.50ｍ）に接道
 南側：福重団地790号線（幅員約2.00～3.00ｍ）に接道
※福重団地790号線は建築基準法上の道路ではありません。

第１種中高層住居専用地域

150％
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特

記

事

項

8

　本物件の地下石炭採掘状況について九州経済産業局に確認したところ、口頭で次のとおり回答を得
ました。
　照会された土地の直下には石炭・採掘調査の実績がありませんでした。
　詳細につきましては、財政局財産有効活用部財産管理課（092-711-4176）にご確認ください。

1

　物件の引き渡しは、工作物を含めて現状有姿のまま行います。
  本物件内には、地中も含め、L型側溝、石材等が残存しています。撤去等が必要な場合は、落札者の
負担にて行ってください。
　これらのほかに、本物件内に工作物等がある場合や工作物等が隣接地に越境している場合、隣接地
から工作物等が越境されている場合、または、地中に残存物がある場合でもそのままの引き渡しとな
りますので、必ず現地をご確認ください。

7
　令和７年７月に試掘調査を実施しました。調査の結果、試掘箇所においては石材の埋設が確認され
ました。
　詳細につきましては、財政局財産有効活用部財産管理課（092-711-4176）にご確認ください。

9

　本物件の土地利用条件を、次のとおりとします。
　買受人は、売買物件の属する校区に立地する小中学校が福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関
する実施方針（平成21年３月）に定める過大規模校の状態である間に、マンション等の集合住宅機能
を有する施設を売買物件上に建築する場合は、一戸当たり60㎡以下とすること。また上記の施設が売
買物件上に建築されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸しては
なりません。
　なお、過大規模校区については福岡市教育委員会に確認するものとします。
　詳細につきましては、教育委員会教育環境部学校計画第２課（092-711-4252）にご確認ください。

2

　浸水実績箇所図において、当該地から約150ｍ内に過去浸水があったことを確認しております。その
他浸水箇所については、市ホームページ又は道路下水道局計画部下水道企画課内（本庁舎６階）の浸
水実績箇所図をご確認ください。なお、過去に発生した全ての浸水実績を反映しているものではあり
ません。また、浸水深や床上・床下浸水等の詳細情報については、分かりかねますのでご了承くださ
い。

6

　本物件は埋蔵文化財包蔵地外です。よって、工事等の実施に支障はありませんが、埋蔵文化財を発
見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、発見時の状態を変えることなく福岡市に届けると
ともに、協議が必要となります。
　詳細につきましては、経済観光文化局文化財活用部埋蔵文化財課（092-711-4667）にご確認くださ
い。

4

　洪水ハザードマップにおいて、本物件は想定最大規模1.0～2.0ｍ及び2.0～3.0ｍの洪水浸水想定区
域、浸水継続時間12時間未満の区域です。高潮ハザードマップにおいて、本物件は想定最大規模0.5ｍ
未満、0.5ｍ以上1.0ｍ未満、1.0ｍ以上3.0ｍ未満の高潮浸水想定区域です。詳細につきましては、市
民局防災・危機管理部防災推進課（092-711-4153）にご確認ください。
　博多駅周辺地区以外の地区につきましては、内水の浸水想定が示されていないため、当該地におけ
る内水ハザードマップは作成していませんが（令和７年９月時点）、浸水しないことを保証するもの
ではありません。詳細につきましては、市民局防災・危機管理部防災推進課（092-711-4153）にご確
認ください。
　揺れやすさマップにおいて、警固断層帯南東部を震源とする地震が発生した場合の当該地の揺れの
強さは、震度６弱と予測されます。詳細につきましては、住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推
進課（092-711-4580）にご確認ください。
　なお、上記以外の全ての災害等において、その安全を保証しているものではありません。十分にご
注意いただくとともに、常に最新の情報をご確認ください。

　本物件における都市計画法等による制限につきましては、住宅都市みどり局都市計画部都市計画課
（092-711-4388）にご確認ください。
　また、本物件において建築可能となる建物の用途に関しては、住宅都市みどり局建築指導部建築指
導課（092-711-4575）に、規模その他に関しては住宅都市みどり局建築指導部建築審査課（092-711-
4577）にご確認ください。

5

3

　本物件南側道路（福重団地790号線）の構造物（L型側溝）の一部が本物件に越境しています。この
件につきましては、L型側溝管理者の西区管理調整課と覚書を締結していますので、物件確認事項をご
確認ください。
　詳細につきましては、財政局財産有効活用部財産管理課（092-711-4176）にご確認ください。
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特

記

事

項

物件の所管課
物件に関する問い合わせ先

　財政局財産有効活用部財産管理課（092-711-4176）

11

　売買契約締結後、当該物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、売買代
金の減免、物件の修補、損害賠償等の一切の請求又は契約の解除をすることができません。
　ただし、契約者が個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除
く。）で、当該物件に契約の内容に適合しないことを発見したときは、物件の引渡しの日から２年以
内に限り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができます。

10

　記載の内容が現況と相違している場合は、現況が優先します。

　本物件の所有権移転等の制限について、次のとおりとします。
（１）買受人は、本契約を締結した日から５年までの間、書面をもって売渡人の事前の承認を受け

た場合を除くほか、本件土地建物の所有権の移転又は所有権の移転を主たる目的とした合併等の
組織変更（以下「所有権移転等」という。）は行わないものとします。

（２）買受人が、本契約を締結した日から５年間に、（１）の規定により売渡人の承認を得て所有
権移転等を行う場合は、新たに所有権を取得する者が特記事項９・10の規定を引き継ぐことを条
件としなければなりません。

（３）買受人は本契約を締結した日以降、売買物件の所有権を移転する場合は、新たに所有権を取
得する者が特記事項９・10の規定を引き継ぐことを条件としなければなりません。

　詳細につきましては、財政局財産有効活用部財産管理課（092-711-4176）にご確認ください。
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物件番号５

位置図

福重小学校

福重２号公園

福重公民館

福
重
東
公
園
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物件番号５

※詳細は、物件確認事項をご参照ください。

西区福重四丁目265番１
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※

平成23年４月 室見公民館、室見老人いこいの家が移転

昭和55年２月 西保健所移転後、室見公民館開設し、同公民館及び埋蔵文化財整理室敷地として活用

※ 距離は、物件の中央からの大まかな直線距離を示したものです。

交通機関

公共施設

昭和55年３月 同敷地内に室見老人いこいの家を建設

その他の制限等

南東方

接面道路の
状況

有

　接面道路における埋設管の有無を示しております。設置及び引込みの可否や時期、費用負担の有無等の詳細について
は、各事業者にお問い合わせ下さい。

福岡市営地下鉄空港線室見駅 北東方

接面道路の
供給処理施設

の状況

約750ｍ

60％

西部ガス(株)　お客さまサービスセンター
（0570-000-312）

南東側：室見429号線（幅員約5.40～5.70ｍ）、北西側：室見431号線（幅員約8.05～8.15ｍ）
に接道

第１種中高層住居専用地域

150％指 定 容 積 率

都市ガス

九州電力送配電(株)福岡西配電事業所
（0800-777-9410）

下水道

電気

南東側道路埋設管
北西側道路埋設管

上水道 有

防火地域 指定なし

有

物　件　調　書

所 在 地

住 居 表 示

登 記 簿 面 積

福岡市早良区室見五丁目９番

実 測 面 積1,331.90㎡ 1,331.90㎡（約402.90坪）

福岡市早良区室見五丁目９番３

地目 宅地

円物件番号 6 466,170,000予定価格

自然的原因

履歴調査の結果、土壌汚染の原因となる履歴は確認できませんでした。

本物件を含む近隣土地に、自然的原因による土壌汚染についての情報は確認できません
でした。

土
壌
調
査

土
地
の
履
歴

人為的原因

福岡市が売買により保健所用地として取得

福岡市が取得する以前の登記地目は田

昭和36年11月

昭和37年４月 宅地へ地目変更

以後、更地として現在に至る。

令和元年７月 埋蔵文化財整理室が移転

令和３年８月 建物の解体工事が完了

福岡市水道サービス公社　給水審査課
（092-791-3306）

福岡市　道路下水道局　管理部　下水道管理課
（092-711-4534）

南東側道路埋設管
北西側道路埋設管

有

昭和37年５月 西保健所を建設

昭和52年１月 同敷地内に埋蔵文化財整理室を建設

約220ｍ

西鉄バス　室見五丁目停留所 南東方 約960ｍ

福岡市立室見小学校 南東方

第二種１５Ｍ高度地区

　景観計画区域：一般市街地ゾーン
　屋外広告物地域区分：住居系地域
 その他：市街化区域内で、防火地域及び準防火地域以外の区域は、建築基準法第22条の規定に基づく

　区域が指定されています。
　法令による制限のほか、売買契約において特記事項欄に記載の条件を付します。

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

高度地区

用 途 地 域市街化区域

約930ｍ

南東側道路埋設管
北西側道路埋設管

地上配線

都市計画区域

指定建ぺい率

福岡市立高取中学校
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6

　本物件は埋蔵文化財包蔵地外です。よって、工事等の実施に支障はありませんが、埋蔵文化財を発
見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、発見時の状態を変えることなく福岡市に届けると
ともに、協議が必要となります。
　詳細につきましては、経済観光文化局文化財活用部埋蔵文化財課（092-711-4667）にご確認くださ
い。

5

　本物件北西側道路にNTT西日本が所有する電柱が設置されています。この電柱の移設の可否や費用負
担の有無につきましては、NTT西日本（局番なしの116番、携帯電話・PHSからは0800-2000116）にご確
認ください。
　また、本物件南東側道路に九州電力が所有する電柱及びNTT西日本が所有する電柱が設置されていま
す。これら電柱の移設の可否や費用負担の有無につきましては、九州電力送配電（株）福岡西配電事
業所（0800-777-9410）、またはNTT西日本（局番なしの116番、携帯電話・PHSからは0800-2000116）
にご確認ください。

7

9

　揺れやすさマップにおいて、警固断層帯南東部を震源とする地震が発生した場合の当該地の揺れの
強さは、震度６弱と予測されます。詳細につきましては、住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推
進課（092-711-4580）にご確認ください。
　洪水ハザードマップにおいて、本物件の一部が想定最大規模1.0～2.0ｍ及び2.0～3.0ｍの洪水浸水
想定想定区域、浸水継続時間12時間～１日未満の区域に該当します。高潮ハザードマップにおいて、
本物件の一部が1.0ｍ以上3.0ｍ未満及び3.0ｍ以上の高潮浸水想定区域、高潮浸水継続時間12時間未満
及び12時間～1日未満の区域に該当します。博多駅周辺地区以外の地区につきましては、内水の浸水想
定が示されていないため、当該地における内水ハザードマップは作成していませんが（令和７年９月
時点）、浸水しないことを保証するものではありません。詳細につきましては、市民局防災・危機管
理部防災推進課（092-711-4153）にご確認ください。
　なお、上記以外の全ての災害等において、その安全を保証しているものではありません。十分にご
注意いただくとともに、常に最新の情報をご確認ください。

8
　開発許可制度について、都市計画法における開発行為の有無にかかわらず、本物件の具体的な利用
計画をもって事前に住宅都市みどり局建築指導部開発・盛土指導課（092-707-3902）にご確認くださ
い。

　本物件における都市計画法等による制限については、住宅都市みどり局都市計画部都市計画課
（092-711-4388）にご確認ください。
 また、本物件において建築可能となる建物の用途に関しては、住宅都市みどり局建築指導部建築指導
課（092-711-4575）に、規模その他に関しては住宅都市みどり局建築指導部建築審査課（092-711-
4577）にご確認ください。

3

　本物件の構造物（ネットフェンス）の一部が本物件から南東側道路（9番3地先、境界点FK3付近）に
越境しています。この件につきましては、隣接地所有者である福岡市早良区と覚書を締結していま
す。覚書は、物件確認事項をご確認ください。
　詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確認くださ
い。

特

記

事

項

1

　物件の引き渡しは、工作物を含めて現状有姿のまま行います。
 本物件内には、地中も含め、ネットフェンス（土台となるブロックや支柱含む。以下同じ）、防草

シート及び同シート杭、木杭が残存しています。撤去等が必要な場合は、落札者の負担にて行ってく
ださい。
　これらのほかに、本物件内に工作物等がある場合や工作物等が隣接地に越境している場合、隣接地
から工作物等が越境されている場合、または、地中に残存物がある場合でもそのままの引き渡しとな
りますので、必ず現地をご確認ください。

　本物件北側及び南側には、高さ1.35ｍの構造物（ネットフェンス）を設置しており、本物件から民
地側に一部越境しています。このネットフェンスを撤去する場合は、事前に南東側隣接地（9番19及び
9番12）所有者の同意を得なければならない旨、隣接地所有者と覚書を結んでおります。覚書は物件確
認事項をご確認ください。
　また、当該ネットフェンスの撤去を含め工事に着手する際は、特記事項14番に記載のとおり、近隣
住民へ事前説明を行うことを条件としております。
　詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確認くださ
い。

2

4

　本物件北側隣接地（9番21）の樹木の一部及び構造物（トタン屋根）の一部が本物件に越境していま
す。この件につきましては、隣接地所有者と覚書を締結していますので、物件確認事項をご確認くだ
さい。
　詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確認くださ
い。
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16

13

14

11

　令和３年７月に試掘調査を実施しました。調査の結果、試掘箇所においては埋設物は確認されませ
んでした。
　詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確認くださ
い。

12

　本物件の地下石炭採掘状況について九州経済産業局に確認したところ、当該土地の石炭等の採掘記
録は見受けられなかった旨、口頭で回答を得ました。
　詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確認くださ
い。

物件の所管課
物件に関する問い合わせ先

　市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）

15

　売買契約締結後、当該物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、売買代
金の減免、物件の修補、損害賠償等の一切の請求又は契約の解除をすることができません。
　ただし、契約者が個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除
く。）で、当該物件に契約の内容に適合しないことを発見したときは、物件の引渡しの日から２年以
内に限り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができます。

10

　浸水実績箇所図において、当該地から約100ｍ内に平成９年の浸水実績があったことを確認しまし
た。その他浸水箇所については、道路下水道局計画部下水道企画課内（本庁舎６階）の浸水実績箇所
図をご確認ください。なお、過去に発生した全ての浸水実績を反映しているものではありません。ま
た、浸水深や床上・床下浸水等の詳細情報については、分かりかねますのでご了承ください。

　記載の内容が現況と相違している場合は、現況が優先します。

　本物件の土地利用条件を次のとおりとします。
　売買契約を締結した日から10年間、売買物件において、建築物の高さ（建築基準法施行令（昭和25
年政令第338号）第２条第６項に規定する建築物の高さをいう。）が10ｍを超える建築物の建築を行っ
てはならない。
　売買契約を締結した日から10年間、売買物件において、建築物を建築する場合、接道部を除く隣接
地境界線から建築物の外壁（ベランダを含む。）又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度を１
ｍ未満としてはならない。ただし、建築基準法別表第２（い）項第一号に掲げる住宅及び建築基準法
施行令第135条の22第２号に該当する建築物若しくは建築物の部分又は壁を有しない自動車車庫（建築
物に附属するものに限る。）については、この限りではない。
　また、上記の建築物が売買物件上に建築されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売
買物件を第三者に貸してはならない。
　この条件の詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確
認ください。

特

記

事

項

　売買契約締結時に、以下の条件を付します。
　（近隣住民への対応）
　買受人は、本件土地における事業に関し、近隣住民に事業説明を行い、周辺の生活環境への配慮等
について協議した後、工事に着手しなくてはならない。なお、協議は買受人の責任で行うものであ
り、協議で決定した配慮事項にかかる費用は買受人の負担とする。
　（売買物件の所有権移転）
　買受人は、本契約を締結した日から10年間に、売買物件の所有権を移転する場合は、新たに所有権
を取得する者が特記事項13番及び14番の規定を引き継ぐことを条件としなければならない。
　この条件の詳細につきましては、市民局コミュニティ推進部公民館支援課（092-711-4654）にご確
認ください。
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物件番号6

位置図

地下鉄室見駅

室見郵便局

室見中公園
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物件番号6

※詳細は、物件確認事項をご参照ください。
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土 地 売 買 契 約 書 

 福岡市の市有財産の売買に関し、福岡市（以下「売渡人」という。）と

（以下「買受人」という。）との間に、次のとおり契約を締結する。 

（信義、誠実の義務） 

第１条 売渡人及び買受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければ

ならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、関係書類（物件調書、その他物件に関する説明書類等）及び

末尾記載のとおりとし、売渡人及び買受人の双方は、これが契約の目的に適合す

るものであることを確認したうえで、本契約を締結する。 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、次のとおりとする。 

円 

（入札保証金の売買代金への充当） 

第４条 買受人が、既に売渡人に納入している入札保証金、金 円を、売

買代金の一部に充当するものとする。 

（代金の支払い） 

第５条 買受人は、第３条に定める売買代金のうち、前条の入札保証金を除いた残

金、金    円を、売渡人の発行する納入通知書により、本契約締

結と同時に支払わなければならない。 

（所有権移転及び物件の引渡し） 

第６条 売買物件の所有権は、買受人が第５条の残金を完納したときに売渡人から

買受人に移転し、売渡人は、売買物件の所有権が買受人に移転したときに売買物

件を引渡し、買受人は、当該物件を受領したことを証する書面を売渡人に提出し

なければならない。 

（所有権移転登記） 

第７条 買受人は、売買物件の所有権が移転し、引渡しを受けた後、速やかに売渡

人に対して、所有権の移転登記を請求し、売渡人は、その請求により遅滞なく所

有権の移転登記を嘱託するものとし、この場合の登録免許税は買受人が負担する

ものとする。 

物件５専用 
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（契約不適合責任） 

第８条 買受人は、第２条の事項が契約の内容に適合することを容認し、本契約締

結後、数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、売渡人に対

し売買代金の減免、物件の修補、損害賠償等の一切の請求又は契約の解除をする

ことができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、買受人が個人（事業として又は事業のために本契約

の当事者となる場合におけるものを除く。）である場合には、売買物件に契約の

内容に適合しないことを発見したときに、第６条の引渡しの日から２年以内に限

り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

（契約の解除） 

第９条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除

することができる。 

（1） 関係法令、規則等の規定に違反したとき

（2） 前号のほか、本契約に定める義務を履行しないとき

（暴力団等関与に対する売渡人の解除権） 

第10条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当する者であることが判明し

たときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により買受

人に損害があっても売渡人はその損害の責を負わないものとする。 

(1) 福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号。以下「条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(2) 役員のうちに暴力団員に該当する者がいる法人

(3) 次に掲げる条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

ア 暴力団員が経営に事実上参加している事業者

イ 暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員

がその運営を支配している事業者 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の

購入契約等を締結している者 

オ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

カ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会

的に非難される関係を有している者 

（返還金等） 

22
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第11条 売渡人は、第９条及び前条に規定する解除権を行使したときは、買受人が

支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 売渡人は、解除権を行使したときは、買受人が本契約の締結及び本契約の履行

等に関して支出した費用は返還しない。 

３ 売渡人は、解除権を行使したときは、買受人が売買物件に支出した必要費、有

益費その他一切の費用があってもこれを償還しない。 

（原状回復義務） 

第12条 買受人は、売渡人が第９条及び第10条の規定により解除権を行使したとき

は、売渡人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければなら

ない。ただし、売渡人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めた

ときは、現状のままで返還することができる。 

２ 買受人は、前項ただし書きにおいて、売買物件が滅失又はき損しているときは、

契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売渡人に支払わなければならな

い。 

３ 買受人は、第１項の規定により売買物件を売渡人に返還するときは、売渡人の

指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を売渡人に提出しなけ

ればならない。 

（禁止用途） 

第13条 買受人は、本契約を締結した日から５年間、売買物件を条例第２条第１号

に規定する暴力団の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、こ

れらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を

第三者に貸してはならない。 

２ 買受人は、本契約を締結した日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風

俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業、その他これらに類する業の用

に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転

し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

３ 買受人は、売買物件の属する校区に立地する小中学校が福岡市立小・中学校の

学校規模適正化に関する実施方針（平成21年３月）に定める過大規模校の状態で

ある間に、マンション等の住宅機能を有する施設を売買物件上に建築する場合は、

一戸当たり60㎡以下とすること。また上記の施設が売買物件上に建築されること

を知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならな

い。なお、過大規模校については福岡市教育委員会に確認するものとする。 
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（所有権移転等の制限） 

第14条 買受人は、本契約を締結した日から５年までの間、書面をもって売渡人の

事前の承認を受けた場合を除くほか、本件土地建物の所有権の移転又は所有権の

移転を主たる目的とした合併等の組織変更（以下「所有権移転等」という。）は

行わないものとする。 

２ 買受人が、本契約を締結した日から５年間に、前項の規定により売渡人の承認

を得て所有権移転等を行う場合は、新たに所有権を取得する者が本条、前条第１

項及び第２項の規定を引き継ぐことを条件としなければならない。 

３ 買受人は、本契約を締結した日から売買物件の属する校区に立地する小中学校 

が福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針（平成21年３月）に定 

める過大規模校の状態である間に、売買物件の所有権移転等を行う場合は、新た 

に所有権を取得する者が前条第３項の規定を引き継ぐことを条件としなければな 

らない。 

（違約金） 

第15条 買受人は、第13条及び前条の規定に違反したときは、第３条に規定する売

買代金の３割に相当する金額を違約金として、売渡人に支払わなければならない。 

（損害賠償） 

第16条 買受人が、本契約に規定する義務を履行せずに売渡人に損害を与えたとき、

又は、買受人が、本契約に規定する条項に違反して売渡人に損害を与えたとき、

ならびにその他、買受人の責に帰すべき事由により売渡人に損害を与えた場合に

は、買受人は売渡人に対し、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前条に規定する違約金は、前項に規定する損害の賠償に充当することはできな 

い。 

（費用負担） 

第17条 本契約の締結及び本契約の履行等に関して必要となる一切の費用について

は、すべて買受人の負担とする。 

（疑義の決定） 

第18条 本契約に関して疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、

売渡人及び買受人が協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第19条 本契約に関する訴えの管轄は、福岡市役所所在地を管轄区域とする福岡地

方裁判所とする。 
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この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、

各自その１通を保有する。 

令和  年  月  日 

売渡人 

  福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市 

福岡市長  髙 島  宗 一 郎 

買受人 

売買物件の表示（土地１筆） 

  福岡市西区福重四丁目265番１ 

  墓地 211．00㎡（実測 211．48㎡） 
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土 地 売 買 契 約 書 

 福岡市の市有財産の売買に関し、福岡市（以下「売渡人」という。）と

（以下「買受人」という。）との間に、次のとおり契約を締結する。 

（信義、誠実の義務） 

第１条 売渡人及び買受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければ

ならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、関係書類（物件調書、その他物件に関する説明書類等）及び

末尾記載のとおりとし、売渡人及び買受人の双方は、これが契約の目的に適合す

るものであることを確認したうえで、本契約を締結する。 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、次のとおりとする。 

円 

（入札保証金の売買代金への充当） 

第４条 買受人が、既に売渡人に納入している入札保証金、金 円を、売

買代金の一部に充当するものとする。 

（代金の支払い） 

第５条 買受人は、第３条に定める売買代金のうち、前条の入札保証金を除いた残

金、金    円を、売渡人の発行する納入通知書により、本契約締

結と同時に支払わなければならない。 

（所有権移転及び物件の引渡し） 

第６条 売買物件の所有権は、買受人が第５条の残金を完納したときに売渡人から

買受人に移転し、売渡人は、売買物件の所有権が買受人に移転したときに売買物

件を引渡し、買受人は、当該物件を受領したことを証する書面を売渡人に提出し

なければならない。 

（所有権移転登記） 

第７条 買受人は、売買物件の所有権が移転し、引渡しを受けた後、速やかに売渡

人に対して、所有権の移転登記を請求し、売渡人は、その請求により遅滞なく所

有権の移転登記を嘱託するものとし、この場合の登録免許税は買受人が負担する

ものとする。 

物件６専用 
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（契約不適合責任） 

第８条 買受人は、第２条の事項が契約の内容に適合することを容認し、本契約締

結後、数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、売渡人に対

し売買代金の減免、物件の修補、損害賠償等の一切の請求又は契約の解除をする

ことができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、買受人が個人（事業として又は事業のために本契約

の当事者となる場合におけるものを除く。）である場合には、売買物件に契約の

内容に適合しないことを発見したときに、第６条の引渡しの日から２年以内に限

り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

（契約の解除） 

第９条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除

することができる。 

（1） 関係法令、規則等の規定に違反したとき

（2） 前号のほか、本契約に定める義務を履行しないとき

（暴力団等関与に対する売渡人の解除権） 

第10条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当する者であることが判明し

たときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により買受

人に損害があっても売渡人はその損害の責を負わないものとする。 

(1) 福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号。以下「条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(2) 役員のうちに暴力団員に該当する者がいる法人

(3) 次に掲げる条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

ア 暴力団員が経営に事実上参加している事業者

イ 暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員

がその運営を支配している事業者 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の

購入契約等を締結している者 

オ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

カ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会

的に非難される関係を有している者 

（返還金等） 
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第11条 売渡人は、第９条及び前条に規定する解除権を行使したときは、買受人が

支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 売渡人は、解除権を行使したときは、買受人が本契約の締結及び本契約の履行

等に関して支出した費用は返還しない。 

３ 売渡人は、解除権を行使したときは、買受人が売買物件に支出した必要費、有

益費その他一切の費用があってもこれを償還しない。 

（原状回復義務） 

第12条 買受人は、売渡人が第９条及び第10条の規定により解除権を行使したとき

は、売渡人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければなら

ない。ただし、売渡人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めた

ときは、現状のままで返還することができる。 

２ 買受人は、前項ただし書きにおいて、売買物件が滅失又はき損しているときは、

契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売渡人に支払わなければならな

い。 

３ 買受人は、第１項の規定により売買物件を売渡人に返還するときは、売渡人の

指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を売渡人に提出しなけ

ればならない。 

（禁止用途） 

第13条 買受人は、本契約を締結した日から５年間、売買物件を条例第２条第１号

に規定する暴力団の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、こ

れらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を

第三者に貸してはならない。 

２ 買受人は、本契約を締結した日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風

俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業、その他これらに類する業の用

に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転

し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

３ 買受人は、売買契約を締結した日から10年間、売買物件において、建築物の高

さ（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第６項に規定する建築物の

高さをいう。）が10ｍを超える建築物の建築を行ってはならない。また、上記の

建築物が売買物件上に建築されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又

は売買物件を第三者に貸してはならない。 

４ 買受人は、売買契約を締結した日から10年間、売買物件において、建築物を建
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築する場合、接道部を除く隣接地境界線から建築物の外壁（ベランダを含む。）

又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度を１ｍ未満としてはならない。た

だし、建築基準法別表第２（い）項第一号に掲げる住宅及び建築基準法施行令第

135条の22第２号に該当する建築物若しくは建築物の部分又は壁を有しない自動

車車庫（建築物に附属するものに限る。）については、この限りではない。 

また、上記の建築物が売買物件上に建築されることを知りながら、所有権を第三

者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

（近隣住民への対応） 

第14条 買受人は、本件土地における事業に関し、近隣住民に事業説明を行い、周

辺の生活環境への配慮等について協議した後、工事に着手しなくてはならない。

なお、協議は買受人の責任で行うものであり、協議で決定した配慮事項にかかる

費用は買受人の負担とする。 

（売買物件の所有権移転） 

第15条 買受人は、本契約を締結した日から10年間に、売買物件の所有権を移転す

る場合は、新たに所有権を取得する者が第13条、前条及び本条の規定を引き継ぐ

ことを条件としなければならない。 

（違約金） 

第16条 買受人は、第13条、第14条及び前条の規定に違反したときは、第３条に規

定する売買代金の３割に相当する金額を違約金として、売渡人に支払わなければ

ならない。 

（損害賠償） 

第17条 買受人が、本契約に規定する義務を履行せずに売渡人に損害を与えたとき、

又は、買受人が、本契約に規定する条項に違反して売渡人に損害を与えたとき、

ならびにその他、買受人の責に帰すべき事由により売渡人に損害を与えた場合に

は、買受人は売渡人に対し、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前条に規定する違約金は、前項に規定する損害の賠償に充当することはできな 

い。 

（費用負担） 

第18条 本契約の締結及び本契約の履行等に関して必要となる一切の費用について

は、すべて買受人の負担とする。 

（疑義の決定） 

第19条 本契約に関して疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、

売渡人及び買受人が協議のうえ決定する。 
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（裁判管轄） 

第20条 本契約に関する訴えの管轄は、福岡市役所所在地を管轄区域とする福岡地

方裁判所とする。 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、

各自その１通を保有する。 

令和  年  月  日 

売渡人 

  福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市 

福岡市長  髙 島  宗 一 郎 

買受人 

売買物件の表示（土地１筆） 

  福岡市早良区室見五丁目９番３ 

  宅地 1,331.90㎡（実測 1,331.90㎡） 
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競争入札参加申請書 

令和  年  月  日 

福岡市長 様 

住  所

氏  名

電  話

※法人の場合は、氏名欄に法人名、代表者の役職名及び氏名を記入するもの

※個人の場合は、氏名欄に氏名及びフリガナを記入するもの

貴市における一般競争入札による市有財産の売払いについて、次に掲げる事項を確認し、承

諾したうえで申し込みます。 

１ この申請書及び添付書類の記載事項について事実と相違がないこと 

２ 入札参加資格に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない 

者、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 

３ 参加資格確認のために必要な官公署への照会を行うこと 

４ 参加者名、入札金額、落札価格、落札後の売買契約書等は、福岡市情報公開条例（平成 

14年３月28日福岡市条例第３号）に基づき公表の対象となること 

５ 一般競争入札説明書、物件調書、物件確認事項の内容を十分確認したこと 

記 

１ 入札参加物件 

物件 

番号 
所在地 地目 

２ 共有による申請の場合の共有者の住所、氏名 

  住所 

  氏名 

  電話 

３ 添付書類 

(1) 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の写し

(2) 福岡市及び居住地（所在地）における市町村税に係る徴収金（本税及び延滞金等）

に滞納がないことの証明書 

(3) 法人の場合は役員一覧表

(4) 共有の場合は委任状
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